
その場で記入

・捕獲した個体は獣医師により安楽死処分しますので箱罠のままお持ち下
さい。２，３日箱罠を預かることになります。
・死亡している個体については引き取ることが出来ませんので捕獲者の所
有地（山林等）に土中埋設してください。
・箱わなの貸付を受けた場合は返却ください。

箱わな貸付申請書提出
「（注意）　必ず従事者証・標識を提示ください。」

箱わなの受け渡し（林政課及び各振興事務所）
※在庫があればその場で貸出しが出来ます。

捕獲できた 捕獲できない

箱わな貸出しの流れ

箱わなが借りたい

申請書類の入手（箱わな貸付申請書）
林政課及び振興事務所にあります。

箱わなの貸し出し期間は原則２週間とします。
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